
￥ 

 

 

 

 

 

 

謹 賀 新 年 
旧年中は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申しあげます 

本年もよろしくお願い申し上げます     

平成３０年 元旦  

 

 

 

未払い金や滞納金を請求する権利がなくなる期限（消

滅時効）が、改正民法で原則として５年に統 一され

ることを受け、厚生労働省は２６日、労働基準法で２

年と定められている賃金などの債権の時効見直しに

向けた有識者検討会の初会合を開いた。 

現行の民法では、１カ月以下の期間で支払われる給料

の時効は１年とされているが、労働基準法で は給料

のほか残業代や休業手当、年次有給休暇などについて

労働者保護のため時効を２年としている。時効期間は、

会社に未払い残業代があった際にさかのぼって支払

う額などに影響する。改正民法は２０２０年４月施行。 

 

 

厚生労働省の労働政策審議会の部会は２１日、労働者

の業務上の事故などに備えて企業が負担している労

災保険の料率見直しについて議論し、来年度から全業

種平均で０・０２％引き下げる政府方針を了承した。  

料率は業務内容や事故の発生割合などに応じて５４

の業種ごとに設定されており、３年に１度見直す。 

今回は３１業種が据え置き、建築業など２０業種が引

き下げ、清掃業など３業種が引き上げになる。 

平均では現行の０・４７％から０・４５％に低下し、

企業の保険料負担は年５１２億円軽減される。 

 

 

 

日本年金機構では法令等に基づき、マイナンバーを活

用して被保険者等の氏名及び 住所変更の届出の省略 

 

 

 

 

 

 

 

や届出の添付書類の省略等、国民の利便性の向上等を

図る取り組みを進めていく予定としており、マイナン

バーを収録・確認する作業を進めておりま す。  

しかしながら、日本年金機構が管理している情報（氏

名、性別、生年月日、住所）と住民票に記載される情

報が相違している等の理由により、日本年金機構にお

いてマイナンバーの確認ができない被保険者が存在

しています。仮に、マイナンバーが確認できている者

とできない者が同一の適用事業所内に混在した場合、

今後の届出等の省略ができる被保険者とできない被

保険者を事業主様に管理していただく必要が生じる

など、届出事務が繁雑になる恐れがあります。  

このため、日本年金機構においてマイナンバーが確認

できない被保険者が在籍する適用事業所の事業主様 

あてに、平成２９年１２月中旬以降、順次「マイナン

バー等確認リスト」をお送りいたしますので、被保険

者のマイナンバー等を確認・記入いただき、返送いた

だくようご協力をお願い申し上げます。  

なお、該当者がいない適用事業所の事業主様には送付

されませんので、ご対応いただく必要はありません。 

 

 

年末年始は、賞与の支給をする企業も多いと思います。

賞与を支給した場合は、管轄の年金事務所等に「賞与

支払届総括表」及び「賞与支払届」を提出することに

なっています。賞与の額は、年金額の算出の基礎とな

りますので、忘れることのないよう注意しましょう。 
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賞与支払届の提出について！！ 

 

労災保険料率引き下げを了承（平均０・０２％） 

被保険者の個人番号（マイナンバー）の 

確認にご協力ください 

 

業務内容 
労働・社会保険の書類作成及び提出代行 

給与計算サービス（月次・賞与・年末調整） 

労使間トラブルの相談 

就業規則等の人事制度構築 

個別年金相談（老齢・障害・遺族） 

各種助成金の紹介、書類作成、提出代行 

 

民法改正で賃金債権の時効見直し議論  

（厚労省検討会） 


